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Webページによる権利侵害と通信設備設置者の責任

インターネットプロバイダーと大学について

1. はじめに

関西大学法学部教授

栗田隆

パスカルやデカルトが言うように、人間は考える葦であり、考えることができるがゆえに自分の

存在を確信できるのである。そして人間は、自分の考えや思いを他人に伝えることに悦びを感ずる

動物でもある。自己を表現し、他人の思想• 感情を知ることは、人格の発展にとって不可欠のこと

である。表現の自由の重要性は、それにとどまらない。歴史は、思想の自由な流通が民主主義の維

持に不可欠なことを教えている。

それゆえ、より多くの者が自己の思想。感情をより多くの人々により簡便に伝えることができる

ようになることは、すばらしいことである。今、インターネット、なかでもWebの普及により、

それが実現されようとしている。数年前には考えられもしなかったことである。もちろん、多数の

者が一斉に自己表現をした場合には、自己表現の氾濫となり、平均して見た場合に、一人当たりの

自己表現が実際に伝えられる相手の数は、それほど多くはないことになろう。しかし、それは重要

ではない。自己の思想。感情を多くの人々に伝達する手段が多くの者に与えられること自体に意味

がある。 Webによる自已表現機会の拡大は、同時に、自己表現機会の平等化である。それが急激

であるという意味で、表現機会の平等化革命と言ってよい。

したがって、インターネットによる新たな表現手段の利用を学生に教えることは、現在の大学に

とって重要事項の一つといってよい（注1)。すでにいくつかの大学がその方向で動き出している。

そこで本稿では、 《大学の通信設備（インターネットに接続されたLANやWebサーバー）を利

用して有線送信される学生のWebのページにより第三者の権利が侵害される場合に、大学や教員

はどのような民事上の責任を負うのか》という問題を議論の終着駅としつつ、通信設備を学生の利

用に供している大学と類似の立場に立つインターネットプロバイダーの責任の範囲も検討すること

にしたい。問題の発生の根源は、もちろん、次の 2点にある。

＊自己表現は、美しいバラの花であるとともに、他人を傷つけるイバラにもなりうる。自動車が

文明の利器であるとともに、走る凶器でもあるのと同じである。

閏 1) Webのページ閲覧は、この 1、2年で大抵の大学において学生に開放されるようになった V この怠激な

変化に決定的な影態を与えたのは、企業が求人梢報をWebに掲載するようになったことと見てよいであ

ろう、人学にとって、学生の就職は死活的事項であり、その影習力は、極めて大きいし求人梢報のWeb
の批似は、今後も継続しよう各種の求人t肖報誌に梢報を掲載するよりも、その方がコストが安いであろ

う環檄保護の点から見れば、求人惜報紙に用いられる紙資源の節約となる (Webに用いられるコンピ

ュータに使川される電気エネルギーとの比較という難しいの間題はあるが、森林資源の保存の方が重要と

杓えてよいであろう）し大学から見れば、従来の求人梢報紙がすべての大学のすべての学生に平等に配布

されていたのではないことを考慮すると、求人公告に接する機会の平等化となるしこうした理由により、

Webによる求人公告の普及は、ぜひ望みたいところであり、そのためには、適切なリンク集が編集され

ることも必投であろう 0
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＊自己表現といっても、すべての者がすべての類型の表現にたけているわけではない。言葉によ

る表現は、義務教育を通して、大抵の日本人が修得しているが、音楽や画像による表現は、そ

うではない。人によって得意・不得意がある。得意な者は、表現すべきものを思い浮かべ、そ

してそれを表現することにより表現技術がさらに発達する。不得意な者は、表現すべきもの思

い浮かべることすらできなくなる。不得意な類型の表現については、他人の表現物（著作物）

を用いて補おうとする。このこと自体は、肯定すべきである。しかし、創作性のある表現は、

表現した者の人格の表れとして、また、財産として保護すべきことに我々は合意し、著作権法

を制定している。他人の著作物の無断利用は許されない。

以下では、学生のHTML文書等が大学のサーバー用コンピュータから読者のコンピュータに有線送

信され、読者がWeb閲覧ソフトによりそれを閲覧する場合を想定する。文書がサーバー用コンピ

ュータにより自動送信されうる形でハードディスクに配置されることは、 WorldWide Webという大

きなシステムの中で、誰もがいつでも閲覧できる状態にしたことであり、これを比喩的に「著作物

をWeb (ないしWebサーバー）に掲載した」と言うことにする（注2)。著作物をWebに掲

載する者は、その著作物を有線送信する者である。

2. 電気通信事業者の責任

大学が学生にサーバーの利用を許可した場合に生ずる法律問題を考える前提として、まず、電気

通信事業者（インターネットプロバイダー）がその電気通信設備（特に、 Webサーバー用コンピ

ュータ）を顧客の通信 (HTML文書の有線送信）の用に供し、その顧客が当該文書により第三者の権

利（特に、名誉権や著作権）を侵害した場合に、電気通信事業者がどのような責任を負うかを検討

しておこう。

2.1電気通信事業法の関係規定

人は、自己の思想・ 感情を他人に知られることなく特定の者に伝える自由を有し、それは通信の

秘密として保護されなければならない（憲法21条2項）。電話のような特定の者から特定の者への

通信については、その通信内容のみならず、通信当事者が誰であるかも、原則として秘密保護を受

けるべきである。コンピュータ通信もそれが特定の者から特定の者に対してなされる限り、通信の

秘密として保護されるべきである。この憲法上の要請を受けて、電気通信事業法は、次のように規

定している。

3条（検閲の禁止）

「電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない」

4条（秘密の保護）

「(1)電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

(2)電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関し

て知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、

同様とする。」

01:2)著作物をWeb上で発行したと言っても良いが、ハードディスクにファイルを配置することとの関係で、

11本，l/fとしては、 発行；より吼掲載」の方がわかりやすいであろう e
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104条

「(1)電気通信事業者の取扱中に係る通信（第90条第2項に規定する通信を含む）の秘密

密を侵した者は、 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(2)電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、 2年以下の懲役又は50万円

以下の罰金に処する。

(3)前2項の未遂罪は、罰する。」

そして、通信手段の公共性に鑑み、次のような差別禁止規定が置かれている。

7条（利用の公平）

「電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはなら

ない」

一般のインターネットプロバイダーは第2種電気通信事業者 (6条3項）に該当し、プロバイダー

が取り扱う通信については、これらの法条が適用される。そのうちで、第7条の名宛人が通信事業

者であるのは、明らかである。 4条の名宛人は、明示されていないが、これを担保する104条を考慮

すれば、

＊国や地方公共団体などの権力機関

＊電気通信事業者

＊その他の者

のすべてを名宛人としているというべきであろう。もっとも、通信当事者は、通信の秘密の保護を

享受する者であり、当事者双方の意思に基づき通信中に通信内容を公開することは許されようし、

通信内容を各当事者がどのように利用するかは、 4条の対象外というべきであろう。

ともあれ、 《憲法の人権保障の規定は、国家の個人に対する権利保障であり、労働基本権を定め

る28条のような例外を除けば、私人間には直接適用されない》という伝統的な見解（間接適用説）

を前提にすれば、電気通信事業法4条は、通信の秘密の保障を私人間に拡張したという点に意義を

有することになる。

3条の検閲も同様に理解してよいであろうか。憲法21条2項の検閲は、 「行政権が主体となって、

思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定

の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁

止することを、その特質として備えるものを指す」 （最判昭和59.12. 12民集38-12-1308、最判昭和

61.6.11民集40-4-872)。この定義を電気通信事業法3条にそのまま当てはめれば、電気通信事業者

は、同条の名宛人にならないことになる。しかし、次のを考慮すれば、本条は電気通信事業者をも

名宛人としてた規定と考えるべきであり、その点で憲法21条の権利保障を拡張する規定であると理

解したい。

＊本条の名宛人を国や地方公共団体などの権力機関に限定するならば、本条は、憲法21条2項の

検閲禁止を電気通信に関して繰り返したものに過ぎないことになり、実質的な意味を有しない

規定となる。

＊電気通信事業の公共性が高い。

＊電気通信事業者、通信内容を審査の上、不適当と認められる内容の通信を禁止する能力を有す

る。
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2.2電気通信事業者の責任範囲

以上のことを前提にして、顧客のページが第三者の権利を侵害している場合、ないしは侵害して

いると主張されている場合に、どのような義務ないし責任が電気通信事業者に認められるべきかを

検討しよう。基本的な選択肢としては、おそらく、次の 2つがあろう。

1. 電気通信事業者は、顧客のページが第三者の権利を侵害しないように、配慮する義務を負う。

2. 電気通信事業者は、サーバーの利用を提供したにすぎず、その内容については顧客が責任を負

うべきであり、電気通信事業者は、顧客が第三者の権利を侵害したことについて、原則として

責任を負わない。

Webのような公開の通信にあっては、電気通信事業者の責任をまった＜否定することはできな

いし、他方で、事業者に大きな責任を負わせることも適当でないという意味では、第三の解決が考

えられるべきことになるが、しかし、上記の 2つの基本的選択肢のうちでは、第 2の選択肢をとる

べきであろう。それは、次の理由による。

*Webまたはこれに準じた表現方法は、国民の多くの者に開かれた重要な表現手段であり、そ

のようなものとして維持されるべきである。

＊そのためには、 Webのページの内容については、個々の顧客が責任を負うものとし、電気通

信事業者が責任を負う範囲をできるだけ小さくすべきである。通信事業者の責任範囲を大きく

する選択肢（上記1) をとれば、事業者による規制が働き、ときには、 Webの内容を理由に

した不当な差別的取扱い（特に契約の解除）をもたらす虞が高まる。

＊電気通信事業法3条は電気通信事業者による検閲をも禁止するものであるとの立場に立てば、

インターネットプロバイダーが顧客の送信する内容を事前に点検し、不適当なものの送信を差

し止めることは、 3条により禁止される。このことは、雑誌社の出版活動との比較おいて、次

のように言うことができよう。雑誌社は、自己責任において雑誌を編集して発刊しているので

あり、編集行為の一環として、掲載されるべき表現物の内容を点検し、不適当なものは掲載し

ないのである。これに対して、 Webサーバーを顧客の通信の用に供する電気通信事業者は、

自己の責任において表現物をサーバーに掲載しているのではなく、したがってまた、どのよう

なものを掲載するかを決定する編集活動をしているのでもない。それらは、すべて顧客の自由

に委ねられ、顧客の責任においてなされるべきものである。電気通信事業法は、通信内容の決

定を通信当事者に全面的にゆだねる趣旨で3条を規定したのであり、それは同時に、通信内容

が第三者の権利を侵害した場合の責任は顧客が負い、電気通信事業者は負わないことを意味す

る。

それゆえ、顧客のWebページの内容が第三者の権利を侵害しないように通信事業者が常時監視

する義務などは、否定すべきである。このことは、事業者と顧客との間で、 《顧客が第三者の権利

を侵害する内容のページ掲載した場合には、事業者は利用契約を解除することができる》といった

条項が定められている場合でも変わらないというべきである。そのような条項は、第三者の権利を

侵害する文書が掲載されたことが明らかになった場合に、事業者の解除権を根拠付けるに過ぎず、

第三者との関係で事業者が顧客のページを常時監視する義務を事業者に負わせる根拠としては、不

十分である。もしその条項の存在を理由に通信事業者が第三者に対して損害賠償義務を負うのであ

れば、そのような条項を置かなかったために顧客の侵害行為を阻止できなかったことも、損害賠償
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義務の原因となろう。それゆえ、そのような条項の存否は、第三者に対して損害賠償を負うか否か

の問題との関係では、重要ではない。

2.3 Webサーバー利用者の住所・氏名の開示

他方で、顧客のページにより第三者の権利が侵害されているのに、事業者が通信の秘密を盾に、

顧客の氏名。住所を明らかにしないのは、行きすぎである。公開性の高いWebサーバーの利用者

たる顧客の住所。氏名がそもそも通信の秘密にあたるとすべきか否かは迷わざるをえないが、たと

え通信の秘密にあたるとしても、被害者に司法的救済を得させるための開示は、正当な行為として

許され、電気通信事業法104条の罪にもあたらないとすべきである。それは、次の理由による。

＊憲法による各人権保障も絶対的なものではなく、公共の福祉ならびに他人の基本的人権との調

整に服するのである。このことは、通信の秘密についても妥当する。

＊通信当事者が誰であるかも、原則として秘密保護を受けるべきである。しかし、通信相手の特

定性。限定性がなくなれば、通信の秘密としての保護は弱められるべきである。 Webでは、

不特定多数の者からのリクエストに応じて文書が自動的に送信されるのであるから、 Webヘ
の文書の掲載は、公開の場への文書の掲載であり、もはや特定人の特定人に対する通信とはい

えない。内容の秘密性は発信者自身が放棄している。そのようなものについて、発信者の身元

のみを秘密として保護する必要は小さい。匿名は、無責任な行為を誘発する根源であり、 We

bによる表現が到達範囲ならびに継続性の点で強力な表現手段であることを考慮すると、 We

bへの文書の掲載により他人の権利が侵害された場合には、誰が掲載したかが明らかにされる

ようにすべきである。自己の名誉が害されたり、あるいは著作権が侵害された場合に、加害者

の住所・氏名を知ることができなくては、損害賠償はおろか、その侵害行為を中止させること

もできない。被害者が司法上の救済（民事救済）を求めるためには、加害者を特定することが

必要であり、その特定は住所と氏名によりなされるのが通常だからである（当事者は訴状の必

要的記載である。平成民事訴訟法133条2項）。国民がすべてこうした形で他人から攻撃され、

それにもかかわらず司法的救済を得ることができないというでは、憲法13条により保障された

幸福追求権は、空虚なものとなる。

＊第三者の権利を侵害している文書をWebサーバーに掲載した顧客が誰であるかを事業者は秘

匿することができるというのでは、事業者自身が権利侵害をしている場合でも、責任を免れう

ることになってしまう。

それゆえ、次のような責任を電気通信事業者に認めるべきである（注3)。

＊電気通信事業者は、身元不明の者にサーバーの利用を許可してはならない。身元不明の者に利

用を許諾した場合には、その掲載内容については、電気通信事業者が顧客に代わって責任を負

うべきである。

＊電気通信事業者が管理するサーバーに掲載された文書により被害を受けた者が権利行使のため

に当該文書を掲載した顧客の住所・氏名の開示を求めてきた場合には、事業者はそれに応じな

ければならない。この場合に、事業者が顧客の住所・氏名を開示しないことは、被害者の司法

的救済を受ける権利を実質的に否定することになるからである。

CrJ:3) r,iJ様な11¥J題は、 e-maiIや newsにも生ずるが、これらについては立ち入ることができないし
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＊被害者の開示請求権は、間接強制（民事執行法172条l項）により強制的に実現されるうるが、

それとは別に、事業者が顧客の住所・氏名を開示しないため被害者が司法的救済を得ることが

遅れ、これにより損害が拡大した場合には、事業者は拡大した損害について損害賠償義務を負

うべきである。

このような責任を認めることにより、被害者から見れば常に責任者が存在するようにすべきであ
プ>

つつ。

ただ、このことは、第三者が顧客のページにより被害を受けたと主張すれば、常に顧客の住所・

氏名をその第三者に開示すべきことを意味するものではない。住所や氏名が公開されれば、それが

またプライバシーの侵害等の契機となる。また、顧客が政治的思想をWeb上で表明した場合に、

その顧客がそれに反対する思想の者から一方的な攻撃（身体• 財産への攻撃）にさらされることに

なろう。それゆえ、被害を受けたと自称する第三者の主張に根拠がないことが明らかな場合には、

事業者は、開示要求に応ずるべきではない。

しかし、多くの場合は、被害を受けたと自称する者の主張に根拠があるか否かが不明確であろう。

その場合に、事業者にあまりにも正確に判断を要求すれば、その問題を避けるために電気通信事業

者が委縮し、 Web サーバーの提供自体が中止されることになる。それは、表現の機会の拡大• 平

等化の観点から望ましいことではない。そこで、被害者が司法上の救済を求める意思を次のような

形で明確にした場合には、電気通信事業者は、特段の事情のない限り、予め顧客に通知の上、顧客

の住所・氏名を被害者に開示にしても、顧客から責任を問われることはないと考えたい。

＊被害者から依頼を受けた弁護士からの申し出に基づき弁護士会が事業者に顧客の住所氏名の報

告を求めたとき（弁護士法23条の2)。

＊サーバー上のファイルは容易に削除でき、一旦削除されるとそのファイルの復活は困難なこと

が多いので、被害者が加害者に対して損害賠償の訴えを提起しようとすると、そのファイルを

削除してしまうことが考えられる。この場合に被害者は、問題のページをプリントアウトする

等の方法で、証拠を保存することができるが、それでも、加害者がそのページが自己のディレ

クトリーに配置されていたこと自体を否認すれば、被害者の側で当該ページが加害者のディレ

クトリーに配置れていたことを証明しなければならず、それが困難なこともあろう。それゆえ、

被害者は、証拠保全手続きにより、被告となるべき相手方の指定が不能のまま（平成民事訴訟

法236条）、事業者のサーバーの特定のディレクトリーに問題のページのファイルが存在する

ことの証拠の保全を申請することができるものと解したい（証拠調べの方法は検証）。このこ

とを前提にして、その証拠保全申請が認めれて、証拠保全手続きが行われるとき。

2.4事業者のその他の義務

Webに掲載された顧客の文書が他人の権利を侵害するものである場合に、電気通信事業者がそ

れを中止させる義務を広く認めることは、結果的に表現機会の拡大を鈍らせることになる。とりわ

け、利用者が掲載する文書の内容を事前に点検する義務まで課すことは、電気通信事業法3条によ

り禁止される。顧客がWebに掲載した文書を定期的に見て、違法行為が行われていないか監視す

る義務も認める必要はないであろう。その内容を精査することは、膨大な手間を必要とし、料金の

上昇につながり、ひいては、公共の用に供せられる電気通信事業の発展の阻害要因となろう（電気

通信事業法l条参照）。
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しかし、違法性が明白な文書が掲載されていることを被害者からの抗議あるいは他の者からの通

報により知った場合でも電気通信事業者はそれを放置することができ、被害者は常に加害者を相手

に差止の訴訟を提起するより仕方がないとするのも、問題ではなかろうか。通信事業者は、自己の

サーバーに違法性が顕著な著作物が掲載されたことを知った場合には、その掲載を中止させ、他の

者の権利が侵害されないように配慮する義務があるというべきであろう。ただ、通信事業者がその

ような義務を負うのは、掲載物の違法性が顕著な場合に限られ、その他の場合には、掲載者の住所

氏名を被害者に開示することにより責任を免れるとすべきであると考えたい。例えば、次のような

ことが考えられる。顧客の行為が著作権侵害にあたるか否か微妙であり、裁判してみないとわから

ないといった場合には、第三者が差止訴訟（著作権法112条）で勝訴しても、そのこと自体は通信

事業者が敗訴した顧客とのサーバー利用契約を解除すべき理由にはならないであろう。しかし、そ

の顧客が敗訴判決にもかかわらず類似の侵害行為を再び行う場合に、当該第三者が再び訴訟をしな

ければならないというのでは、負担が重すぎよう。すでに確定した判決を基準に考えれば、顧客の

新たな行為も第三者の著作権を侵害するものであることが明らかである場合には、通信事業者はサ

ーバー利用契約を解除すべきであり、それを怠ったことにより第三者に損害が生じた場合には、通

信事業者も賠償責任を負うとしてよいのではなかろうか。かつ、通信事業者の責任は、その程度に

とどまるものと考えたい。

電気通信事業者にそのような義務を認める以上、通信事業者は、被害者からの抗議あるいはその

他の者からの通報を受け付ける窓口を用意しておくべきである。

3. 学生のホームページによる権利侵害と大学の責任

3 .1大学の通信設備の位置付けーー自営通信設備

現在、インターネットに接続されたネットワークを有する大学の設置者（国や地方公共団体ある

いは学校法人）は、電子メイルサービスやWebサーバーの利用サービスを行うことにより、第 2

種通信事業者が行っている程度の通信サービスを提供することは可能である（企業についても同じ

である）。違いは、サービスを受ける者が大学の学生・教職員に限定されるか否かである。これら

の者は大学設置者の内部の者であると見れば、大学設置者の行う通信サービスは、 「他人の通信の

媒介」や「電気通信設備を他人の通信の用に供すること」にはあたらず、したがって、大学設置者

の行う通信サービスは電気通信事業法2条3号にいう電気通信役務にはあたらず、同法3条等の適用

はないことになる（自営通信）。このことは、私立大学が学生や教職員等の通信にどのような規制

をおこなうか、さらには検閲を行うか否かは、それぞれの通信設備の設置目的に応じて決定できる

ことを意味する。

国公立大学にあっては、憲法の直接適用があるとは言え、それでも、大学に電気通信設備が設置

されていること自体に基づいて、学生や教職員がそれらの設備を利用する権利を当然に取得するわ

けではなく、その利用については、別途、大学設置者の利用許可が必要であり、その利用許可の中

で利用目的・方法を制限することができよう。それゆえ、国立大学の場合でも私立大学の場合でも、

問題の本質は変わらないと思われるが、ただ議論を単純にするために、以下では、私立大学の場合

について議論することにしよう。

私立大学において学生や教職員等の通信にどのような規制あるいは検閲を行うかは、各大学にお
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いて電気通信設備を設置した目的に応じて大学設置者が決定できることは、しかし、大学設置者が

恣意的に決定できることまで意味するものではない。憲法の人権保障は、私人間には直接適用がな

いとしても、その内容は、民法90条の「公の秩序または善良な風俗」の内容となるのであり、それ

を無視した規制あるいは検閲は違法行為になりうる。通信の自由の制限の当否は、通信設備の

した目的（この目的自体正当なものでなければならない）との関係で判断されるべきである。

大学における通信設備の設置目的は、教育、研究ならびにそれらを支援する事務の効率的な遂行

である。研究活動については、学問の自由（憲法23条）が保障されていることとの関係から、その

一環として研究者の通信の自由（検閲の禁止と通信の秘密）も尊重されるべきである。憲法23条は、

学生をも対象とするものではないが、大学の通信設備を利用する学生の通信の自由の制限は、教育

目的上必要な範囲に限定されるべきであり、それを越えた制限（特に電子メイルの秘密の侵害）は、

違法行為になると考えたい。

以上のことを前提にして、問題をもう少し分析することにしよう。なお、学生との関係論ずる祭

に「大学設置者」の語を用いると、論述がぎこちなくなるので、以下では、 「大学設置者」の語に

代えて「大学」の語を用いることにする。

3.2ホームページを開いた学生と大学との法律関係

学生の作成したHTML文書が大学の管理するコンピュータから有線送信されるようになっている場

合に、その学生と大学との法律関係は、学生と大学との合意によりさまざまに定められうる。さし

あたり次のような関係が考えられる。

1. 大学ないし教員が有線送信の主体となり、学生の著作物を利用する関係。

2. 大学が学生にWebサーバーの利用を許可し、学生が掲載する文書の内容を自由に決めること

ができ、従って、有線送信の主体は学生であると評価できる関係。学生が掲載する内容の決定

の自由度は、教育目的ないしネットワーク設備の設置目的にしたがい、各大学において定めら

れるべきことである。例えば、次のようなことが想定される。

a. 情報処理関係の授業において、 HTML文書の作成技術の習得一環としてWebサーバーの利

用を許可する場合。この場合には、学生の作成する文書内容をこの目的に必要な範囲に厳

格に限定することができる（特定的利用許可）。

b. 大学が、特定の授業とは無関係に、自由な表現のために、学生にサーバーの利用を許可す

ること（一般的利用許可）。

3.3教員が有線送信主体になる場合

教員が有線送信者となって学生の著作物をその許諾を得て掲載している場合には、通常の図書出

版における出版社と同様な注意義務が課せられる。学生の著作物によって他人の権利が侵害されな

いように教員が注意する義務は、上記の 3つの場合のうちで最も高い。

3.4学生が有線送信の主体となる場合

この場合には、大学生のなかに未成年者がいるので、民法712条の適用の有無が問題になろう。

次の理由により、大学または親権者が民法714条の監督義務を負うことはないものと考えたい。
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＊未成年者といっても大学生は 18歳以上が通常であり、自己の行為により他人が損害を受ける

か否かを判断する能力（民法712条）はある。

＊学生が大学の用意したWebサーバーに自己の文書を自己の責任において掲載することは、表

現の自由の観点から肯定的に評価されるべきであり、学生が未成年であることを理由に大学ま

たは親権者に監督責任を負わせることは、学生の人格の発展上好ましくない。

3.4.1一般的利用許可の場合

大学が電気通信事業法3条.4条に規定されているのと同様な通信の自由を学生・教職員に与える

ことは、肯定的に評価されるべきである。そのような自由を与えられた学生が大学の提供するサー

バーに掲載した表現物により第三者の権利が侵害された場合の大学と被害者との関係については、

電気通信事業者について述べたことが当てはまると考えてよいであろう。

3.4.2特定の授業との関係で利用が許可された場合

学生の責任能力を肯定する以上、 Webサーバーの利用を許した大学ないし教員が民法714条の

監督責任を問われることは原則としてないと考えたいが、授業の中でHTML文書作成とサーバーヘの

掲載の課題が出された場合については、次のことを考慮すべきであろう。

＊課題を課す段階で、授業担当者は、 に他人の権利を侵害しないように指導する機会を有し

ている。

＊成績評価の一環として、授業担当者は学生の作品を閲覧し、評価するのが通常であり、そこで

他人の権利を侵害していると思われる作品については、掲載を中止させることができる。

これらの事情は、民法714条（責任無能力者の監督義務者の責任）や715条（使用者責任）とは別

に、授業担当者に学生の作品により他人の権利が侵害されないように配慮する義務を生じさせ、そ

の義務を過失により怠ったため他人の権利が侵害された場合には、教員は損害賠償義務を負うこと

におそらくなると思われる。具体的な注意義務がどの程度のものになるかは、今後の議論に委ねら

れることになるが、次のように考えておきたい。

＊授業担当者は、予め次のことを説明しておくこと。

• 学生に他人の著作物を著作権者の許諾なしに複製しあるいは有線送信してはならないこと

• 他人の名誉・声望を正当な理由（刑法230条の2参照）なくして害してはならないこと。

＊一定の時期に成績評価のために学生の作品を閲覧し、その内容を確認し、他人の権利を侵害す

る作品については、修正ないし削除を指示し、指示通りに行われていることを確認すること。

逆に、上記の注意を払っておれば、特段の事情がない限り、学生の作品により他人の権利が侵害

されても、授業担当者は賠償責任を免れると考えたい。成績評価終了後も学生にWebサーバーの

利用を許す場合には、その法律関係は、通常は、一般的利用許可となろう。その場合には、権利侵

害が生じても、それは個々の授業担当者の責任の範囲外のこととなる。

本稿は、 1995年度ー1996年度文部省科学研究費補助金による総合研究「著作権を中心とした知的財
産権の法的保護」の成果の一部である。

< 1996年11月16日稿＞
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